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 7 月 6 日、相続に関する民法の改正法が成立しました（7 月 13 日公布）。相続税法の改正は、昭和 55 年以来、実に
40 年ぶりで、これは高齢社会への対応を目的とした改正です。今回は、この改正のポイントを解説していきます。 

改正ポイント①配偶者の居住権を短期的に保護するための方策（配偶者短期居住権） 
配偶者は、相続開始時に被相続人の建物（居住建物）に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する

権利（配偶者短期居住権）を取得する。 
①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間（ただし、最低 6か月間は保障） 
②居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合は居住建物の所有者から消滅請求を受けてから 6か月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正ポイント②配偶者の居住権を長期的に保護するための方策（配偶者居住権） 
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めること

を内容とする法定の権利（配偶者居住権）を新設する。 
 

①遺産分割における選択肢の一つとして②被相続人の遺言等によって、配偶者に配偶者居住権を取得させることができ

るようにする。 
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改正ポイント③長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための方策 
婚姻期間が 20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地（居住用不動産）を遺贈又

は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し（特別受益）を受けたものとして取り扱わなくてよいこととする。 
☆このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で 
行われる場合が多い。 

☆遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる（法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障に資する）。  

改正ポイント④相続された預貯金債権の仮払い制度について 
 相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前に

も払戻しが受けられる制度を創設する。 
【計算式】 
 単独で払戻しをすることができる額＝（相続開始時の預貯金債権の額）×（3分の 1）×（当該払戻しを求める共同相続人の
法定相続分） 

改正ポイント⑤相続開始後の共同相続人による財産処分について 
 相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合、計算上生ずる不公平を是正する方策を設ける。 

改正ポイント⑥自筆証書遺言に関する見直し（自筆証書遺言の方式緩和） 
 自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付した

りして遺言を作成することができるようにする。 

改正ポイント⑦法務局における遺言書の保管制度の創設 
 ①自筆証書遺言について、遺言書保管所として指定された（住所地、本籍地、所有不動産の所在地を管轄する）法務局に対し

て、当該遺言の保管申請を行うことができる。 
②遺言者の死亡後、その「関係相続人等」は遺言者保管官に対して、「遺言者情報証明書」の交付を請求することができる。 
③法務局に保管された自筆証書遺言については、検認手続を要しない。 

改正ポイント⑧遺留分制度の見直し 
 ①遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する 
 ②金銭を直ちには準備できない受遺者又は受遺者の利益を図るため、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部又は

一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにする。 

改正ポイント⑨相続の効力等に関する見直しについて 
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の 

規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない

こととする。 

改正ポイント⑩相続人以外の者の貢献を考慮するための方策（特別の寄与） 
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求すること

ができることとする。 

 
ご不明な点、ご質問等ございましたら、いつでも担当者までお尋ねください☆ 
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